
預金保険制度

の仕組み

～預金者の保護を図る仕組み～
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預金保険制度の仕組み

○ 目 的

「預金保険制度」は、金融機関が破綻した場合に、預金者の保護を図る

ことによって信用秩序を維持することを目的としています。

○ 仕組み

国内の金融機関が強制加入しており、預金をするとその預金には自動的

に保険がかかります（預金保険法に規定されています）。保険料は、各金

融機関が、預金量に応じて、毎年、預金保険機構に納付します。したがっ

て、預金者は、特に手続をとる必要はありません。

預金保険制度は、政府、日銀、民間金融機関の出資により設立された預

金保険機構が運営しています。

預 金 者

（被保険者）

預 金 預金の保護

保 険 関 係 1金融機関ごとに預金者1人

（法律で自動的に成立） 当たり1000万円まで

保 険 料

金 融 機 関 預金保険機構

（強制加入）

（保険契約者） （保険者）
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○ 預金者保護の方法

金融機関が破綻した場合の具体的な預金者保護の方法としては、ꨰ預金

者への保険金の支払及び預金等債権の買取りと、ꨰ破綻金融機関の受皿と

なる金融機関が預金を引き継ぐ場合の救済金融機関への資金援助、の二通

りがあります。

【保険金支払＋預金等債権の買取り方式】

預 金 者

保険金支払い

預金の払戻し ＋

停止 預金等債権 買取代金支払い

の移転

金 融 機 関 預金保険機構

（破 綻）

【資金援助方式】

預 金 者

預金の払戻し

停止 預金の払戻し

決済サービスの継続

金 融 機 関 救済金融機関 預金保険機構

合併・

（破 綻） 営業譲渡等 資金援助

（預金の引継ぎ）
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保険金の支払について

○ ペイオフとは

本来は、金融機関が破綻した場合の預金者保護の方法の一つである、預

金者への保険金の支払のことを、「ペイオフ」といいます。

なお、この他に、預金の全額保護という現在の特例措置が終了して、預

金のうち１０００万円を超える部分が一部カットされることもあり得る、

という意味で使われることがあります。

○ 保険金支払いの範囲

預金保険の対象となる預金等については、１金融機関ごとに預金者１人

当たり、元本１０００万円までは、預金保険機構から保険金として支払わ

れます。

また、１０００万円を超える部分や利息、預金保険の対象となっていな

い預金等については、破綻した金融機関の清算による配当に応じて支払わ

れることになります。 （注）「預金等債権の買取りについて」参照。

なお、保険金が支払われるまでの間、普通預金について２０万円までの

仮払金を支払うことができます。

【ある一つの支店に元本1300万円の預金がある場合】

1000万円 300万円 利息

保険金支払いの対象 概算払い＋精算払い

【同一金融機関の複数の支店に預金がある場合】

（A支店の普通預金口座） （A支店の定期預金口座） （B支店の定期預金口座）

200万円 利息 300万円 利息 800万円 利息

⨈名寄せ

1000万円 300万円 利息

保険金支払いの対象 概算払い＋精算払い
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預金等債権の買取りについて

預金のうち１０００万円を超える元本と利息については、破綻した金融

機関の清算による配当に応じて支払われることになりますが、通常、配当

までには時間がかかることから、その部分をあらかじめ、預金保険機構が

概算払率（破産手続により弁済可能と見込まれる額を考慮して決定した

率）で預金者から買い取ることにより支払うことができます（概算払いと

いいます）。

なお後日、破産手続等により預金保険機構が回収した額が、回収等に要

した費用を差し引いても、預金者に支払った概算払額を上回る場合には、

その金額を預金者に追加して支払います（精算払いといいます）。

1000万円 1000万円を 概算払率
＋ 利息 ×

までの元本 超える元本 （清算見込額に応じ）

䲤

（保険金支払い）䲤 （預金保険機構が買取り）

䲤

概算払い 䲤

【破産手続等により回収した額が概算払額を上回る場合】

預金保険機構が回収した額

回収等に
概算払額 超過部分

要した額

預金者に追加支払

䲤

精算払い 䲤

䲤 ＋ 䲤 ＋ 䲤 ＝ 預金者の最終的な受取額
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資金援助について

合併や営業譲渡により破綻金融機関の預金等を引き継ぐ救済金融機関に
対し、預金保険機構が金銭の贈与や資金の貸付け、資産の買取りなどの援
助を行うことができます（これを資金援助といいます）。

なお、援助額は原則として、保険金支払に要すると見込まれる費用（ペ
イオフコスト）の範囲内とされており、これを超える資金援助を行うこと
はできません。

預金の払戻停止
破綻金融機関

預 預
金

金 合併・営業譲渡等 保
（預金の引継ぎ） 険

者 機
救済金融機関 構

預金の払戻し 資金援助
決済サービスの継続 ペイオフコスト

の範囲内

【預金及び貸付金の取扱い】

1000万円以内 救済金融機関に引継ぎ
預金保険の
対象預金

預 1000万円超
一部カットされた上で

金 預金保険の 救済金融機関に引継ぎ （注）
対象外預金

（注）受皿金融機関がペイオフコスト（保険金支払に要すると見込ま
れる費用）を超える損失額を負担する場合等は、預金が全額保護
されることもあり得る。

貸 正常債権 救済金融機関に引継ぎ
付
金 不良債権 清算手続の中で回収
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預金保険の対象預金等

預金保険制度の対象となる預金等は、預金保険制度に加入している金融

機関（日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫）が取

り扱っている金融商品のうち、次のものです。

・預金 当座預金、普通預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金

定期預金、別段預金

・定期積金

・掛金

・元本補てん契約のある金銭信託（貸付信託（ビッグ等）を含む）

・上記を用いた積立・財形商品

預金保険の対象となるもの 預金保険の対象とならないもの

○ 預 金（右の預金を除く） ○ 外貨預金

当座預金 ○ 外国銀行の在日支店の預金

普通預金 ○ オフショア預金

通知預金 ○ 国・地方公共団体等の預金

納税準備預金 ○ 日銀・金融機関等の預金

貯蓄預金 ○ 預金保険機構の預金

定期預金 ○ 無記名預金

別段預金 ○ 架空名義預金

○ 導入預金

○ 定期積金

○ 元本補てん契約のない金銭信託

○ 掛 金 （ヒット等）

○ 金融債

○ 元本補てん契約のある金銭信託 など

貸付信託（ビッグ等）を含

む
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預金保険の対象金融機関

預金保険制度に加入している金融機関は、日本国内に本店のある次の

金融機関です。

・銀行（都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用銀行）

・信用金庫

・信用協同組合

・労働金庫

対象金融機関 非対象金融機関

○ 銀 行 ○ 政府系金融機関

（日本国内に本店のあるもの） ○ 外国銀行の在日支店

都市銀行 ○ 全国信用金庫連合会

地方銀行 ○ 全国信用協同組合連合会

第二地方銀行 ○ 労働金庫連合会

信託銀行 ○ 農林中央金庫

長期信用銀行 ○ 商工組合中央金庫

○ 郵便局

○ 信用金庫

※ 農協

○ 信用協同組合 ※ 漁協

※ 水産加工業協同組合

○ 労働金庫

※印 긄 預金保険制度とほぼ同

様の「農水産業協同組合

貯金保険制度」に加入
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米国の破綻処理制度

米国における破綻処理の方法としては、次のものがあります。
このうちＰ＆Ａによる処理が最も多く採用されており、最近（1992年以

降）の保険金の支払の事例は全体の１５％です。

○保険金の支払
※ 直接支払・・・・・ＦＤＩＣ（連邦預金保険公社）から預金者に

対して、保険金を直接支払う。
※ 預金移転・・・・・ＦＤＩＣから、付保預金を見合いの資産（又

は現金）とともに健全金融機関に移転。預金
は健全金融機関から支払う。

○Ｐ＆Ａ（Purchase and Assumption：資産・負債の承継）
健全金融機関が破綻金融機関の資産の一部又は全部
を買い取るとともに、預金を含む負債の全部又は一
部を承継する。

※ 全預金Ｐ＆Ａ・・・全ての預金を継承。
※ 付保預金Ｐ＆Ａ・・付保預金だけを継承し、それ以外の負債につ

いては、ＦＤＩＣが残余財産を換価・回収し
て清算配当を行う。

○ブリッジバンク 受皿金融機関が決まらない場合、一時的に受皿とし
て設立する。（存続期間２年以内）

○オープン・バンク・アシスタンス
自立再建や健全金融機関との合併、子会社化に対し
資金援助する。

【Ｐ＆Ａによる破綻処理】

預 金 者 ＦＤＩＣ

預金の払戻 預金の
停止 払戻 資金援助

破綻金融機関 健全金融機関
資産・負債の承継
※預金のうち10万ドル以上の部分は、カットされる場合がある。
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２００１年３月までの特例措置

○ 特別資金援助

一般資金援助は、原則として、保険金支払に要すると見込まれる費用（ペ

イオフコスト）の範囲内とされており、これを超える資金援助を行うことは

できません。

これに対し、特別資金援助は、２００１年３月末までの特例的措置とし

て、金融再生委員会及び大蔵大臣が信用秩序の維持を図るため必要と認めた

ときは、預金保険機構は、破綻金融機関の受皿となる金融機関に対し、ペイ

オフコストを上回る資金援助（特別資金援助）を行うことができます。

この特別資金援助が行われることにより、結果的に、保険金支払の対象外

である金融債や外貨預金等の金融商品についても、全額保護されることにな

ります。

○ 特別保険料

金融機関は、特別資金援助等を行うための財源として、一般保険料とは別

に、特別保険料を預金保険機構に払っています。

なお、保険料率は、一般保険料が保険対象の預金残高の０．０４８％、

特別保険料が同じく０．０３６％となっています。

× ０．０４８％ 䨐 ・一般資金援助等を

（一般保険料率） 行う

保険対象の預金

× ０．０３６％ 䨐 ・特別資金援助等を

（特別保険料率） 行う

保険対象外の預金
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〇 財政措置

金融システムの安定化を図るために、以下のような財政措置がとられてい

ます。

䨐 預金全額保護のための特別資金援助のため・・・１７兆円

（交付国債７兆円、政府保証１０兆円）

䨐 公的ブリッジバンク業務、特別公的管理銀行業務、整理回収機構の不良

債権買取に係る業務のため・・・・・・・・・・・１８兆円（政府保証）

䨐 資本増強業務のため・・・・・・・・・・・・・２５兆円（政府保証）

交付国債 ７兆円
・預金全額保護のための特別資金援助

政府保証 １０兆円

・金融再生業務

・ブリッジバンク業務

・特別公的管理銀行業務 政府保証 １８兆円

・整理回収機構の不良債権買取り

に係る業務

・資本増強業務 政府保証 ２５兆円
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